
 

津市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱 

 

令和５年２月１７日訓第７号 

 

 改正 令和７年３月３１日訓第３１号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、核家族化が進み、地域のつながりも希薄になる中で、全

ての妊婦・子育て世帯が安心して出産し、及び子育てができるよう、妊娠期

から出産及び子育てまでを一貫して支援するため、伴走型相談支援及び出産 

・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱（令和４年１２月２６日付け

子発１２２６第１号厚生労働省子ども家庭局長通知）に基づき、出産・子育

て応援給付金（以下「給付金」という。）を支給する事業（以下「事業」と

いう。）を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴ 支給対象者 別記に掲げる給付金が支給される者をいう。 

⑵ 支給妊婦 別記支給対象者第１号アに掲げる者をいう。 

⑶ 遡及支給妊婦 別記支給対象者第１号イ及びウに掲げる者をいう。 

⑷ 対象児童 別記支給対象者第２号ア及びイに掲げる者をいう。 

⑸ 支給養育者 対象児童（別記支給対象者第２号アに掲げる者に限る。）

を養育する者をいう。 

⑹ 遡及支給養育者 対象児童（別記支給対象者第２号イに掲げる者に限る。） 

を養育する者をいう。 

（給付金の支給等） 

第３条 本市は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金

を支給するものとする。 

２ 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、次の各号

に掲げる区分に応じ、当項各号に定める額とする。 

 ⑴ 出産応援給付金 支給対象者の妊娠１回につき５０，０００円 

 ⑵ 子育て応援給付金 対象児童１人につき５０，０００円 

（給付金の申請受付開始日及び申請期限） 



 

第４条 支給対象者に対して支給する給付金に係る申請受付開始日は、令和５

年２月１７日とする。 

２ 支給妊婦に係る出産応援給付金の申請期限は、妊娠中とする。 

３ 支給養育者に係る子育て応援給付金の申請期限は、乳児家庭全戸訪問事業

（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第４項に規定する乳児

家庭全戸訪問事業をいう。）の実施期間である対象児童の生後４か月までの間

とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、支給妊婦又は支給養育者の責めに帰さない特

別な事情により前２項の申請期限内に申請ができなかった場合における申請

期限は、令和８年３月３０日とする。 

５ 遡及支給妊婦に係る出産応援給付金及び遡及支給養育者に係る子育て応援

給付金の申請期限は、本市の給付金の申請に係る案内文書を送付した日から

３か月以内とする。 

６ 前項の規定にかかわらず、遡及支給妊婦及び遡及支給養育者の責めに帰さ

ないやむを得ない特別な事情により同項の申請期限内に申請ができなかった

場合における申請期限は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ日から３か

月以内とする。ただし、令和６年３月１日以後の申請は行うことができない

ものとする。 

 （出産応援給付金の申請及び支給の方式） 

第５条 出産応援給付金の支給を受けようとする者（以下「出産応援給付金申

請者」という。）は、妊娠の届出をし、かつ、当該妊娠の届出時に行う本市

による面談（以下「妊娠時面談」という。）を受けた後、別に定める出産応

援給付金申請書（以下「出産応援給付金申請書」という。）により申請を行

うものとする。ただし、当該申請前に流産し、又は死産した出産応援給付金

申請者については、妊娠時面談を受けることなく、当該申請を行うことがで

きるものとする。 

２ 出産応援給付金申請者のうち、遡及支給妊婦については、別に定めるアン

ケートの提出をもって妊娠時面談に代えることができる。 

３ 出産応援給付金申請者による申請及び本市による出産応援給付金の支給は、

次の各号に掲げる申請方式のいずれかにより行うものとする。この場合にお

いて、第３号に掲げる申請方式は、出産応援給付金申請者が金融機関に口座

を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していること

その他第１号又は第２号に掲げる申請方式による支給が困難な場合に限り行



 

うものとする。 

⑴ 郵送申請方式 出産応援給付金申請者が出産応援給付金申請書を郵送に

より本市に提出し、本市が出産応援給付金申請者から示された指定口座に

振り込む方式 

⑵ 窓口申請方式 出産応援給付金申請者が出産応援給付金申請書を本市の

窓口において提出し、本市が出産応援給付金申請者から示された指定口座

に振り込む方式 

⑶ 窓口現金受領方式 出産応援給付金申請者が出産応援給付金申請書を郵

送により、又は本市の窓口において提出し、本市が当該窓口で現金を交付

することにより支給する方式 

４ 市長は、第１項の申請の際、別に定める方法により当該出産応援給付金申 

請者が支給の要件を満たす者であることについて確認を行うものとする。 

５ 市長は、第１項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提

出させ、又は提示させること等により、当該出産応援給付金申請者の本人確

認を行うものとする。 

６ 市長は、第１項の申請の際、第３項第１号又は第２号の申請方式によると

きは、当該指定口座の内容が分かるものの写し等を提出させ、又は提示させ

るものとする。 

（子育て応援給付金の申請及び支給の方式） 

第６条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者（以下「子育て応援給付 

金申請者」という。）は、対象児童の出生後に行う本市による面談（以下 

「出生後面談」という。）を受けた後、別に定める子育て応援給付金申請書 

（以下「子育て応援給付金申請書」という。）により申請を行うものとする。 

ただし、当該申請前に死亡した対象児童の子育て応援給付金申請者について 

は、出生後面談を受けることなく、当該申請を行うことができるものとする。 

２ 子育て応援給付金申請者のうち、遡及支給養育者については、別に定める

アンケートの提出をもって出生後面談に代えることができる。 

３ 前条第３項から第６項までの規定は、子育て応援給付金申請者による申請 

及び本市による子育て応援給付金の支給について準用する。この場合におい 

て、同条第３項から第５項までの規定中「出産応援給付金申請者」とあるの 

は「子育て応援給付金申請者」と、「出産応援給付金申請書」とあるのは 

「子育て応援給付金申請書」と読み替えるものとする。 

（代理による申請） 



 

第７条 出産応援給付金申請者又は子育て応援給付金申請者（以下これらを 

「申請者」という。）の代理人として第５条第１項又は前条第１項の申請を

行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その

他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。 

（申請者に対する支給の決定） 

第８条 市長は、第５条第１項の規定により提出された出産応援給付金申請書 

又は第６条第１項の規定により提出された子育て応援給付金申請書（以下こ 

れらを「申請書」という。）を受理したときは、速やかに内容を確認の上、 

支給を決定し、当該申請者（その代理人を含む。）に対し、給付金を支給す 

るものとする。 

 （給付金の支給等に関する周知） 

第９条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請

の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による

住民への周知を行うものとする。 

 （申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第１０条 市長が前条の周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第４条

第２項から第５項までに規定する申請期限までに第５条第１項又は第６条第

１項の申請が行われなかったときは、当該支給対象者が給付金の支給を受け

ることを辞退したものとみなす。 

２ 市長が第８条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込

不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行わ

れないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により当該支給決定を行 

った日の属する年度の翌年度の５月３１日まで（遡及支給妊婦に係る出産応

援給付金及び遡及支給養育者に係る子育て応援給付金の申請にあっては、令

和６年３月３１日まで）に支給が完了できなかったときは、当該申請は取り

下げられたものとみなす。 

（不当利得の返還） 

第１１条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があ

るときは、支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第１２条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 

（委任） 



 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この訓は、令和５年２月１７日から施行する。 

   附 則（令和７年３月３１日訓第３１号） 

 この訓は、令和７年４月１日から施行する。 

  



 

別記（第２条関係） 

支給対象者  

⑴ 出産応援給付金の支給対象者は、次のいずれかに該当する者であって、

出産応援給付金の申請日時点（遡及支給妊婦にあっては、令和５年１月１

日（以下「事業開始日」という。）時点）において、本市に住所を有する

もの（出産応援給付金の給付に相当するものの支給を既に他の市区町村か

ら受けている者を除く。）とする。 

ア 事業開始日以後に妊娠の届出をした妊婦（産科医療機関等を受診し、 

妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。）

であって、令和７年３月３１日までに出産したもの 

イ 令和４年４月１日から同年１２月３１日までの間に出生した児童の母

（妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。） 

ウ 令和４年４月１日から同年１２月３１日までの間に妊娠の届出をした

妊婦（妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。） 

 ⑵ 子育て応援給付金の支給対象者は、次のア又はイに掲げる対象児童を養

育する者であって、子育て応援給付金の申請日時点（遡及支給養育者にあ 

っては事業開始日時点、申請前に死亡した当該対象児童を養育していた者

にあっては当該対象児童の死亡日時点）において本市に住所を有するもの

（子育て応援給付金の給付に相当するものの支給を既に他の市区町村から

受けている者を除く。）とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象

者が２人以上いる場合において、そのうちの１人に対して子育て応援給付

金が支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子

育て応援給付金は、支給しない。 

  ア 事業開始日から令和７年３月３１日までの間に出生した児童であって、

日本国内に住所を有するもの 

  イ 令和４年４月１日から同年１２月３１日までの間に出生した児童であ 

って、日本国内に住所を有するもの 

 ⑶ 前号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援 

  給付金を支給しない。 

ア 児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第４条第１項第４号に規定す

る小規模住居型児童養育事業を行う者又は障害児入所施設等の設置者 

イ 法人 


